
令和７年度茨城県立特別支援学校（知的障害教育） 
高等部入学者募集要項 

 
 令和７年度茨城県立常陸太田特別支援学校、茨城県立北茨城特別支援学校、茨城県立水戸飯富特別支

援学校、茨城県立友部特別支援学校、茨城県立内原特別支援学校、茨城県立勝田特別支援学校、茨城県

立鹿島特別支援学校、茨城県立土浦特別支援学校、茨城県立石岡特別支援学校、茨城県立美浦特別支援

学校、茨城県立伊奈特別支援学校、茨城県立つくば特別支援学校（知的障害教育部門）、茨城県立結城

特別支援学校、茨城県立協和特別支援学校及び茨城県立境特別支援学校の高等部の生徒の募集並びに入

学者の選考は、この要項の定めるところにより実施する。 
 
１ 応募資格 

学科・学年 応    募    資     格 

普通科第１学年 

知的障害者であり、原則として保護者とともに県内に居住している者で、次

のいずれかに該当する者 
(1) 特別支援学校中学部若しくは中学校若しくは義務教育学校を令和７年３

月卒業見込みの者又は卒業した者 

(2) 中等教育学校の前期課程を令和７年３月修了見込みの者又は修了した者 
(3) 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号）第95条に該当する者 

 
２ 募集人員     

令和６年11月中に発表する。 
 
３ 学校の区域   
 (1)  志願校は、次に定めるところによる。 

入学する特別支援学校 知的障害者である生徒の保護者の住所地等 

茨 城県 立常 陸太 田特 別支 援学校 
日立市（旧十王町を除く）、常陸太田市、那珂市 

常陸大宮市（旧御前山村を除く）、大子町 

茨 城 県 立 北 茨 城 特 別 支 援 学 校 日立市（旧十王町）、高萩市、北茨城市 

茨 城県 立水 戸飯 富特 別支 援学校 

水戸市（河和田、河和田町、萱場町、飯島町、大塚町、加倉井町、金谷町、見

川町、小吹町、千波町、笠原町、平須町、東野町、住吉町、元吉田町（浜田小

学校の通学区域を除く）、吉沢町、けやき台、酒門町（浜田小学校の通学区域

を除く）、元石川町（大場小学校の通学区域を除く）、城南（浜田小学校の通

学区域を除く）、白梅（浜田小学校の通学区域を除く）、中央、米沢町及び旧

内原町の区域を除く）、常陸大宮市（旧御前山村）、大洗町、城里町（旧七会

村を除く） 

茨 城 県 立 友 部 特 別 支 援 学 校 
笠間市、茨城町、城里町（旧七会村） 

※その他寄宿舎に入る必要のある者 

茨 城 県 立 内 原 特 別 支 援 学 校 

水戸市（河和田、河和田町、萱場町、飯島町、大塚町、加倉井町、金谷町、見

川町、小吹町、千波町、笠原町、平須町、東野町、住吉町、元吉田町（浜田小

学校の通学区域を除く）、吉沢町、けやき台、酒門町（浜田小学校の通学区域

を除く）、元石川町（大場小学校の通学区域を除く）、城南（浜田小学校の通

学区域を除く）、白梅（浜田小学校の通学区域を除く）、中央、米沢町及び旧

内原町の区域に限る） 

茨 城 県 立 勝 田 特 別 支 援 学 校 ひたちなか市、東海村 

茨 城 県 立 鹿 島 特 別 支 援 学 校 鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市、鉾田市 

茨 城 県 立 土 浦 特 別 支 援 学 校 土浦市 

茨 城 県 立 石 岡 特 別 支 援 学 校 石岡市、つくば市（旧筑波町）、小美玉市、かすみがうら市 

茨 城 県 立 美 浦 特 別 支 援 学 校 龍ケ崎市、牛久市、稲敷市、美浦村、阿見町、河内町、利根町 

茨 城 県 立 伊 奈 特 別 支 援 学 校 
つくば市（旧茎崎町）、常総市（旧石下町を除く）、取手市、守谷市 

つくばみらい市 

茨 城 県 立 つ く ば 特 別 支 援 学 校 

（ 知 的 障 害 教 育 部 門 ） 
つくば市（旧筑波町、旧茎崎町を除く） 

茨 城 県 立 結 城 特 別 支 援 学 校 結城市、下妻市、常総市（旧石下町）、筑西市（旧関城町）、八千代町 

茨 城 県 立 協 和 特 別 支 援 学 校 筑西市（旧関城町を除く）、桜川市 

茨 城 県 立 境 特 別 支 援 学 校 古河市、坂東市、五霞町、境町 

 (2) 上記(1)に著しくよりがたい場合は、他の特別支援学校を志願することができる。 



４  志願の手続 

 (1)  入学願書受付期間 
令和７年２月６日（木）から10日（月）までとする。（受付時間は、６日（木）から７日（金）

は午前９時から午後４時まで、10日（月）は午前９時から正午までとする。） 
郵送出願の場合は、簡易書留で郵送出願受付期間（令和７年２月５日（水）、６日（木）、７日

（金））必着とする。 

 (2)  提出書類 
    ア 入学願書 
    イ 調査書等 

（注）提出書類の用紙は、それぞれの志願校から受領すること。（郵送希望の場合は、180円（２

人分の場合は320円、３人から５人分の場合は510円）切手封入のこと。） 

(3)  提出先  それぞれの志願校 

学  校  名 所   在   地 郵便番号 電 話 番 号 
茨城県立常陸太田特別支援学校 常陸太田市瑞龍町1032番地の１ 313-0003 0294(72)3353 

茨 城 県 立 北 茨 城 特 別 支 援 学 校 北茨城市中郷町小野矢指1657番地 319-1555 0293(43)2622 

茨城県立水戸飯富特別支援学校 水戸市飯富町3436番地20 311-4206 029(229)7453 
茨 城 県 立 友 部 特 別 支 援 学 校 笠間市鯉淵6558番地１ 309-1703 0296(77)0001 
茨 城 県 立 内 原 特 別 支 援 学 校 水戸市鯉淵町2570番地 319-0323 029(259)5813 

茨 城 県 立 勝 田 特 別 支 援 学 校 ひたちなか市大字高場2452番地 312-0062 029(285)5644 
茨 城 県 立 鹿 島 特 別 支 援 学 校 鹿嶋市大字沼尾1195番地 314-0041 0299(82)7700 
茨 城 県 立 土 浦 特 別 支 援 学 校 土浦市大字上高津上ノ台1238番地 300-0811 029(824)5549 
茨 城 県 立 石 岡 特 別 支 援 学 校 石岡市下青柳716番1 315-0153 0299(42)3570 

茨 城 県 立 美 浦 特 別 支 援 学 校 稲敷郡美浦村大字土屋字笹山3127番地 300-0426 029(885)4166 
茨 城 県 立 伊 奈 特 別 支 援 学 校 つくばみらい市青古新田300番地 300-2348 0297(58)8727 
茨 城 県 立 つ く ば 特 別 支 援 学 校 つくば市玉取2100番地 300-3255 029(877)0220 

茨 城 県 立 結 城 特 別 支 援 学 校 結城市鹿窪1357番地10 307-0015 0296(32)7991 
茨 城 県 立 協 和 特 別 支 援 学 校 筑西市谷永島495番地1 309-1121 0296(57)4341 

茨 城 県 立 境 特 別 支 援 学 校 猿島郡境町塚崎2170番地 306-0405 0280(87)8231 

(4)  志願先変更 

ア 令和７年２月17日（月）及び18日（火）とする。（受付時間は、午前９時から午後４時までと

する。） 

  イ 茨城県立高等学校は、志願先変更の対象とはならない。 
 (5)  他の学校との併願   
    他の茨城県立特別支援学校及び茨城県立高等学校との併願はできない。 
 

５ 入学者の選考 

 (1)  選考の日時及び場所 
      令和７年２月27日（木）午前９時30分から、それぞれの志願校において行う。 

 (2)  選考内容   
    ア 選考は、面接、その他次に掲げる検査により行う。 
     (ｱ)  知的能力に関する検査 
     (ｲ)  運動能力に関する検査 
     (ｳ)  社会生活能力に関する検査 
    イ  面接は、本人及び保護者に対して行う。 
    ウ  調査書は、選考の参考資料とする。 

(3) 追検査 

ア インフルエンザなど学校保健安全法（昭和33年法律第56号）第19条で出席停止の扱いが定めら

れている感染症、急な入院等、やむを得ない事由により、受検することができなかった者を対象

とし、追検査を実施する。 

イ 実施期日は令和７年３月７日（金）とし、時間、場所及び選考内容は上記(1)(2)に準じて行う

ものとする。 

 

 



６  合格者の発表 

   選考の結果は、令和７年３月12日（水）午前９時に、中学校等の校長を経由して保護者に通知する。 
 

７  教育相談 

(1) 入学を希望する者は、入学願書提出時までに、それぞれの志願校で教育相談を受けるものとする。

（期日等については、事前に各学校に問い合わせること。） 
 (2)  志願先を変更する場合には、変更を希望する学校においても教育相談を受けるものとする。 
 

８  第２次募集 

 (1)  合格者が募集人員に満たない場合は、次の日程により第２次募集を行う。 
 (2)  第２次募集を行う学校及び募集人員については、令和７年３月12日（水）に発表する。 

入 学 願 書 受 付 日 選    考 合 格 者 発 表 
令和７年 

３月13日(木)、14日(金) 
令和７年 

３月17日(月) 
令和７年 

３月19日(水) 
  （注）受付時間は、午前９時から午後４時までとする。 
 
９ そ の 他 
(1) 県外に居住している者で以下の場合は、応募資格を有する。 

ア 茨城県内の病院及び施設に入院又は入所している者 

イ 茨城県内の特別支援学校中学部を令和７年３月に卒業見込みの者 

ウ 入学日までに県内に転入することが証明できる者 

エ その他特別な事情が認められる者 

(2) 入学者の選考に係る手数料は無料とする。 

(3) ３の学校の区域(1)※その他寄宿舎に入る必要のある者とは、遠距離のため通学が困難な者等、

教育上必要があると認められた者とする。 


